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基本計画（豊島区基本計画2022-2025）
施策の進捗状況を測る参考指標

現状値
＜2019年度＞

目標値
＜2025年度＞

参考値
＜2030年度＞

ボランティアによる日本語教室等における学習者数【人】
1,718

※R4.9　数値修正
2,230 4,584

２．多様性を尊重し合えるまち 

１．多文化共生の推進 

外国語ボランティアの活動 

地域の国際交流を推進するため、外国語が堪能な区民などに「外国語ボランティア」として登
録いただいている。主に庁内各課からの依頼に応じて、それぞれの語学力を活かした活動を行っ
ている。近年は外国人住民の増加と多言語化への対応のため、登録・派遣件数が増加傾向にある。
29 年度は委託業者に依頼するもの（生命に関する内容、多量の文書等）が多かった影響もあり、
外国語ボランティアの方への依頼件数が減少した。また、30 年度の登録者数について次期登録更
新の意向確認を行った結果、減少した。それ以降の令和元年・２年度は登録者数が緩やかに増え
ていたが、コロナの影響で令和３年度の登録更新者が減った為、登録者数も減少した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティアによる日本語教室等における学習者数 

外国籍住民等を対象とした日本語教室は、区民集会室を会場としている５教室、みらい館大明
で１教室、大学で３教室が開講している。新型コロナウイルス感染症による教室の中止や外国籍
住民等数の減少の影響を受け、学習者数は減っている。 
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基本計画（豊島区基本計画2022-2025）
施策の進捗状況を測る参考指標

現状値
＜2020年度＞

目標値
＜2025年度＞

参考値
＜2030年度＞

区民ひろばにおける異文化理解事業の件数【件】 1 26 52

区民ひろばにおける異文化理解事業の件数 

 令和 2年度より開始した事業。R2.3.2～R2.6.7 までコロナウイルスの影響のため全館一時休館
していたため、令和 2年度は事業数が少なかった。R3.4.25～R3.5.31 までコロナウイルスの影響
のため全館一時休館したが、令和 3 年度は令和 2 年度と比べ、多くの事業を実施したため、事業
回数が増加した。 
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区民ひろばにおける
異文化理解事業
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出典：地域区民ひろば課作成資料
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 ２．平和と人権の尊重 

人権身の上相談 

人権侵害等の相談という特殊性により、相談件数自体は少ないが、一定数の需要はある。ここ
数年では平成 30 年度が最も多く、相談件数は 1～10 件の範囲で推移している。令和２年度が極端
に少ないのは、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、対面による相談を休止したためである。
なお、電話相談は新型コロナウイルス感染症の流行前から実施しており、コロナ禍においても継
続実施している。令和 3年度も引き続き対面による相談は休止し電話相談を実施している。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【人権身の上相談とは】

法務大臣から委嘱された人権擁護委員が、

無料でいじめや差別などの人権侵害に関する

相談を受けている。相談日は、毎月第2・第4

木曜日の午後1時から4時まで。相談場所は、

区役所本庁舎４階「面接・相談室」。

※新型コロナウイルス感染症の影響により

対面相談は休止。なお、人権擁護委員専用電話

による電話相談は新型コロナウイルス感染症の

流行前から実施している。
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ら無作為で抽出した区内満18

歳以上の男女1000人ずつ

2．調査方法：郵送配付・郵送

回収

3．有効回収率 ：36.7％（734

人）

出典：「男女共同参画社会に関する住民意識調査」

（令和2年8月）男女平等推進センター

男女平等の実現度

基本計画（豊島区基本計画2022-2025）
施策の進捗状況を測る参考指標

現状値
＜2020年度＞

目標値
＜2025年度＞

参考値
＜2030年度＞

区の附属機関・審議会等の女性の参画率【％】 35.2 50.0 50.0

 ３．男女共同参画社会の実現  

男女平等の実現度 

男女平等だと感じている割合は「学校教育の場で」が 42%と最も高くなっている。その他の項目
においては『男性の方が優遇されている』と感じている人が依然として多くなっている。特に「社
会通念・慣習・しきたりで」「政治の場で」で 8割以上、続いて「職場の中で」の順で約 6割を『男
性が優遇されている』が占めている。 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附属機関・審議会等の女性の参画状況 

「第 4 次としま男女共同参画推進プラン」において区の附属機関・審議会等の女性の参画率に
ついて、計画期間最終年度である令和 3 年度の目標値を 40％としていた。 
参画率は毎年度堅調に上昇し、令和 4 年 4 月 1 日現在 39.8％となり、ほぼ目標を達成できてい
る。 
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基本計画（豊島区基本計画2022-2025）
施策の進捗状況を測る参考指標

現状値
＜2020年度＞

目標値
＜2025年度＞

参考値
＜2030年度＞

就労・自己実現に係る事業における参加者数【人】
217

※R4.9　数値修正
400 650

就労・自己実現に係る事業における参加者数 

就労・自己実現をテーマとする啓発講座やワークライフバランス推進事業の参加者数である。 
平成 29 年度は男女平等推進センターリニューアルオープン記念イベントが実施され、参加者も増
加した。令和元年度以降、コロナ禍による事業中止や会場利用者数制限等により、参加者数が減
少している。 
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出典：事業概要（男女平等推進センター作成）

就労・自己実現に係る事業における参加者数

合計（ ）

WLB事業

啓発事業（共催）

啓発事業（主催）

（人）

（年度）
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男女平等推進センター（エポック１０）相談室の相談状況 

一般相談件数は、平成 29 年度のエポック 10 改修移転後、年々増加でし、令和 2 年度は過去
最高となった。相談内容は「生き方（こころ）」についてが最も多い。内、DV の件数は 222件で
ある。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）専門相談　※予約制（相談希望月の前月初日から希望日前日午後5時まで受付　

 ただし、ＤＶ相談については、当日午後7時30分まで予約可)

法律相談：女性弁護士　２名 第１金曜日（午後1時30分～4時30分）

第３金曜日（午後6時～9時）

こころ相談：女性臨床心理士　２名 第２水曜日（午後1時30分～4時30分）

第４火曜日（午後6時～9時）

ＤＶ相談：女性カウンセラー　１名 第１水曜日（午後6時～9時）
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（１）一般相談　※来所相談は事前に連絡

年度 H29 H30 R1 R2 R3

件数 923 1,410 1,885 2,307 1,904

（令和3年度）

1 2 3 4

936 341 11 7 1,295

369 150 18 13 550

283 110 4 1 398

19 17 0 2 38

450 87 16 4 557

2,057 705 49 27 2,838

222 173 24 19 438

91 83 10 9 193

11 6 1 0 18

出典：事業概要(男女平等推進センター作成)

５　その他

合　　　　計　

(うちDV)

(うち子への虐待)

(うちセクハラ)

※1件の相談に複数の対応をした場合、それぞれの対応欄に計上しているため相談件数と相談状況の合計件数は一致しない。

４　からだ・性

　　　月曜日～土曜日　午前9時～12時・午後1時～5時（毎月最終月曜日・年末年始・祝日を除く）
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基本計画（豊島区基本計画2022-2025）
施策の進捗状況を測る参考指標

現状値
＜2020年度＞

目標値
＜2025年度＞

参考値
＜2030年度＞

ＤＶ相談件数【件】 716 1,100 1,680

DV（ドメスティックバイオレンス）に関する相談・保護等の状況 

ＤＶ被害に関する事件の増加に伴い、ＤＶへの社会的な認知度や関心が高まり、法律の改正を
含めて国や東京都の取り組みが強化されている。男女平等推進センターのＤＶ防止への日常の啓
発活動や子育て支援課の積極的な相談対応に加え、関係機関との連携強化が図られている。平成
25 年 12 月には配偶者暴力相談支援センターを立ち上げ、ＤＶ被害者への支援をより充実する体
制を整えた。ＤＶ件数は、平成 28 年度以降は常に 500 件を超えている。令和 2年度は、新型コロ
ナウイルス感染症拡大による外出自粛等のストレスが起因し、ＤＶ相談件数が過去最高となった。  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【DV（ドメスティック・バイオレンス）とは】

配偶者や恋人など親密な関係にある人からの「暴力」を言う。殴る・蹴るなどの身体的暴力のほか、無

視する・怒鳴る・脅す・交友関係の監視・制限などの精神的暴力、生活費を渡さないなどの経済的暴力、

性的行為を強要する性的暴力などがある。
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※保護件数は、区内在住者に限らず集計（同伴児童含む)

出典：男女平等推進センター・子育て支援課作成資料

※（ ）内は合計


